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第 158 回練馬区緑化委員会 会議の記録 

 

環境部みどり推進課 

 

1 日  時     平成 30 年 10 月 19 日（金）午前 10 時～ 

2 場  所     練馬区役所 西庁舎７階 第一委員会室 

3 出席者    会  長：金子忠一 

         委  員：藤崎健一郎 佐藤留美 檜垣盛喜 

             柴田さちこ 宮原よしひこ 有馬豊 

             橋本けいこ 岩瀬たけし 西貝嘉隆 

             中野弘明 石川寿生 中山幸治 

             内堀比佐雄 谷口光男 木内幹雄 

             中村壽宏 市川祐司 

         理事者：都市農業課長 環境課長 都市計画課長 

             開発調整課長 道路公園課長 

         事務局：環境部長 みどり推進課長 

 

4 公開の可否  公開 

5 傍聴者数   ４名（傍聴人定員 10 名） 

6 次   第  1 開会 

2 審議 

  (1)練馬区みどりの基本計画の改定について 

  （諮問第 189 号） 

  (2)ねりまの名木の指定解除について 

  （諮問第 198 号） 

3 報告 

  (1)保護樹木の新規指定について 

  (2)保護樹木の指定解除について 

4 その他 

        5 閉会 

7 会議内容 

 

みどり推進課長 皆様、おはようございます。 

 開会に当たって、事務局から出席委員数を報告いたし

ます。ただいまの出席委員数は１８名です。当委員会の

定数は２２名で、過半数の出席がありますので、本日の

委員会は成立しています。 

 なお、横田副会長、植松委員、冨岡委員、井之口委員
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から、所用のため欠席との連絡をいただいています。 

 

会  長   おはようございます。 

 第１５８回緑化委員会を開催します。事前に資料をお

送りしていますが、長期にわたりこの委員会でいろいろ

議論いただいていますみどりの基本計画の改定骨子につ

いては、本日の委員会をもって、とりまとめをするとい

う会ですので、どうぞよろしくお願いします。 

 また、本日の委員会ですが、１１時３０分ごろを目途

に閉会したいと思いますので、ご協力のほどよろしくお

願いします。 

 それでは、審議に入る前に、事務局から資料の確認を

お願いします。 

 

みどり推進課長 （資料確認） 

 

会  長   それでは、次第の２番目の諮問案件の審議に入ります。 

 本日は２件、案件がありますが、議事進行の都合によ

り、まず２番目の諮問第１９８号「ねりまの名木の指定

解除について」の審議を行います。資料についてのご説

明をお願いします。 

 

みどり推進課長 （資料２説明） 

 

会  長   ありがとうございます。 

 名木の指定解除の案件について、ご質問、ご意見等は

ありますか。 

  

Ａ委員  質問ですが、このような台風の被害のときに、伐採を

したりといった補助は区でありますか。 

 

みどり推進課長 名木については、ふだんの管理に対して助成していま

すが、今回の倒木では、撤去費用を区で対応しています。

建物には大きな被害はありませんでした。もし被害のあ

る場合は、それぞれケースがありますが、保険対応であ

ったり、区で何らかの対応をしたいと思っています。 

 

Ａ委員  やはりこれだけの巨木をお持ちになると、いろいろな
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ご苦労があると思います。こういう台風のときに倒れた

ときの撤去費用も相当なものだと思いますので、今、聞

いて安心しました。 

 

会  長   今回の台風はかなり大きな被害があったと思います。

このほかの被害を簡潔に報告してください。 

 

みどり推進課長 瞬間風速３０メートル近い風が吹きました。公園の樹

木、街路樹も含めて、今回の名木や保護樹木、樹林で、

多くの樹木が倒木、枝折れしました。被害として、フェ

ンスを壊したり、隣の駐車場の車が破損したりしました。

今、詳細を協議しているところです。 

 保護樹木については、所有者から解除申請がありまし

たので、今手続を行っているところです。次回の委員会

には、台風２４号の倒木を報告したいと思います。 

 

会  長   対応よろしくお願いします。 

 それでは続いて、「⑴ 練馬区みどりの基本計画の改定

について」、審議したいと思います。 

 まず、事務局より、資料の説明をお願いします。 

 

みどり推進課長 （資料 1-1、資料 1-2 説明） 

 

会  長   みどりの基本計画改定骨子の答申案ということで、前

回の緑化委員会でいただいたご意見も踏まえ、事務局で

表記方法も含めて内容を再検討いただき、資料 1-1 のよ

うにまとめました。 

 最後に説明があったように、本日の委員会での意見を

踏まえて、区民の皆様にパブコメという形でご意見を伺

うというステップに入るということです。 

 骨子案について、ご意見、ご質問等をお願いします。 

 

Ｂ委員  前回、都合で来られなくて申しわけありませんでした。

本来、前回言うべきことで、今さらのことになってしま

うかもしれません。５ページの施策の体系の中で、基本

方針１で対象が分かれていますが、学校関係がありませ

ん。昔は校庭の芝生化とかビオトープとかで結構力を入

れていたと思います。例えば、中村小学校は、地域と連
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携して結構いい形でできていて、非常にいい状態です。

ほかの学校に対しての学校緑化がここに出ていないのが

残念でした。もし、今からでも可能であれば、そういっ

たことも考えていただければと思います。 

 ２点目です。４ページに６つの目標があります。目標

に向かって具体的に何をするかということが明らかにな

ればいいと思います。先ほど公園とみどりについては、

８０ヘクタールという目標が出ていました。３０年間の

先はいいのですが、例えば今年度がそのうちのどこまで

実現できるか、来年度がどこまでできるか具体的にあれ

ばいいと思いました。 

 次に、公園の面積を増やしていくということですが、

どうやって増やしていくか、具体的な対策が必要だと思

います。これから用地買収は非常に厳しくなると思いま

す。例えば、８ページに将来イメージの図があります。

駅前の商業地。駅の構造が現在とほとんど変わっていな

い状況です。３０年後ということを考えると、例えば駅

舎の上を緑化していくとか、立体公園の形で下は鉄道、

上は公園の用地にするとか、あるいは最近各地でありま

す大型のショッピングモールといった大型の事業と連携

して、下はショッピングモール、上は公園というような

ことが、法律では可能に変わってきました。そういった

大きなことを目標にするのが必要ではないかと思いまし

た。 

 それから、４ページの目標の一つ、「みどりを守り育て

る活動をしている区民を増やす」についても具体的にど

んなことをしていくのか伺いたいと思います。Ａ委員は、

江東区でコミュニティーガーデンなどいろいろ活動され

ています。今も、サポーターの養成講座のビラをいただ

いたところです。せっかく委員にも入っていただいてい

るので、４２％を６０％に増やすという数字の目標だけ

でなくて、そのためにどんなことをしていくか具体的な

ことを知りたいと思いました。 

 最後に、「緑視率が高い場所を増やす」についてです。

緑被率はわかりにくいということでしたが、私にはすご

くわかりやすい言葉でした。緑被率３０％といえばすご

くイメージがつかみやすいのですが、緑視率２５％とい

うのはイメージがつかみにくい感じがしました。あるポ
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イントで２５％というのはわかるのですが、それはどう

いった場所で測定をすることを考えているのか。例えば、

森の中に入ってしまえば、緑視率はかなり達成できるわ

けですが、ある道路を歩いているときなのか、あるいは

駅を出て駅前広場を見たときなのか、そういった具体的

な事例がなく、ただ漠然と緑視率２５％といったときに、

どういった場所を想定されているかわかりにくかったの

で、補足で説明していただけるとありがたいです。 

  

みどり推進課長 まず、学校緑化です。５ページの施策の体系の「1-11

みどりの公共施設づくりと適切な管理の推進」の公共施

設の中に、学校も含めた緑化の推進が記してあります。

中村小学校では芝生化が進んでいますし、それぞれ学校

ごとの取組みも進められていきます。条例にも、みどり

を増やしていくということが定められていますので、そ

れに沿ってみどりも増やしていきたいと考えています。

本編には学校の緑化についても記述していきます。 

 ６つの目標の具体的な数字、特にいつまでに何をやる

かということについてです。練馬区は新ビジョンをこれ

からつくっていきますが、その中にアクションプランと

いう具体の事業計画があります。そこで、一定期間、５

年間のみどりの取組みとして、公共のみどりをどのぐら

い増やすという数字が出てきます。基本計画はそれとリ

ンクしていくものになりますので、具体的な数字はアク

ションプランの中でお示しします。 

 次に駅前のみどりについてです。この絵でいきますと、

駅前のビルの屋上緑化をしてありますが、もう少し絵の

工夫はする必要があるかと思います。立体公園あるいは

駅舎となると、相手がいるもので、どこまで共有できる

かという部分はありますが、特に立体公園というのはま

だ今後都市化が練馬区もどんどん進んでいく中で、そう

いった手法も今後、３０年の中で考えられると思います。

この記述については、もう１回検討させていただければ

と思います。 

 それから、協働の具体、みどりに関わる区民をどう増

やしていくかということについてです。５ページの「施

策の体系」の「重点施策７ 区民による公園や憩いの森

の利活用や管理運営の推進」で、「主な内容」として、「区
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民による管理箇所を増やす取組等」、また「重点施策８ 

個人のみどりを地域で守る仕組みの拡充」で、「個人の庭

の開放や落ち葉清掃の仕組みづくり等」を記載していま

す。こういった仕組みづくりを今後、さまざまな形で取

り組みながら広げていくことを考えています。 

 次に緑視率についてです。これは一定の画角、目に入

る角度が定められていて、国土交通省の調査では、２５％

を超えると、みどりが多いと感じる人の割合が高くなる

傾向があるとしています。確かに駅前であったり、住宅

地であったりというところでは、みどりの量によって感

じ方が違うかと思います。先ほどの駅前のみどりをどう

やって増やしていくかということにも関連していきます

が、２５％は一つ目標にしていきたいと考えています。 

  

Ｂ委員  実際のアクションプランにすごく期待をしています。

先ほどの市民参加についても、ここに書かれているとい

うだけではなくて、それが具体的にアクションプランで

展開していただけたらと思いました。 

 次に、緑視率はやはりわかりづらかったのです。駅前

ということで絵を出していましたが、漠然とどういうと

ころを想定していますか。 

 

みどり推進課長 今現在では何点か既に緑視率の地点としてとっていま

す。ただ、その数をもっと増やしていかないとデータに

はなりませんので、次の実態調査のときに、駅前、住宅

あるいは道路等を含めて、定点箇所を設置していきたい

と考えています。今現在は３４カ所、調査した結果、緑

視率は２２.７％です。これは平均で、事業が完了した道

路では２５.２％、住宅地でもみどりの協定の場所では２

８.５％と高いのですが、やはり駅前では低い傾向です。

今後、調査箇所を増やして、その推移、数字の動きもこ

れからの取組みになってくると思います。 

 

Ｂ委員  ただ場所を増やしますではなく、例えば住宅地での緑

視率が高い部分を増やします等でもいいと思います。何

かそういう場所を示したほうが伝わりやすいのではない

かという趣旨だと思いますので、ここは表現をもう少し

工夫したほうがよいと思います。 
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みどり推進課長 どのように緑視率を上げていくかは、それぞれの場所

によってやり方があるかと思いますので、記述を考えた

いと思います。 

 

会  長   ほかにいかがでしょうか。 

 

Ｃ委員  緑視率のことが私もよくわからないので、教えてくだ

さい。今の説明では、３４カ所で今とっていて、２２ .

７％だったという説明でした。そもそも緑視率のとり方

も含めて、どういう角度で見るのかで、随分変わってく

るのではないかと思います。そこで伺いたいのですが、

「緑視率が２５％を超える場所を増やします」と一つ目

標として書いてあります。それは例えば幾つか定点観測

をした中で、緑視率が２５％を超える場所を増やすとい

う考え方なのか、あるいは練馬区全体としたときに、緑

視率を増やすということなのかということもお答えいた

だけますか。 

 

みどり推進課長 なかなかとり方は難しいのですが、どのように見ての

２５％なのかという緑視率の基準はわかるような表現を

したいと思います。 

 それと区全体かというお話です。全体だとなかなか難

しいと思いますので、先ほども言いましたように、駅、

住宅、道路といったところに点を設定します。点の設定

はしっかりと考えなくてはいけませんが、住宅地におい

ては、生け垣、壁面緑化、庭づくりも緑視率にも入りま

すので、そういった啓発が関連もしていくかと思います。 

 

環境部長  今、課長からも緑視率についてお答えしましたが、今

回の基本計画の改定の検討を始めるに当たって、みどり

の実態調査を行って、その結果については委員の皆様に

もお配りをしております。その中で当面３４カ所、道路

であったり、河川や駅等、いろいろな場所でとっていま

す。今後、この計画の目標に緑視率を入れることによっ

て、どういう場所を選定するか、今後さらに精査をして

検討していきたいと思います。今の３４カ所をそのまま

継続するのではなくて、さらにもう少し場所も含めて見
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直しをする、数を増やしたほうがいいかということもあ

りますので、今後、検討していきたいと思います。 

 

Ｃ委員  今後、検討をお願いします。 

 次に、大きな話として伺いたかったのが、今回いろい

ろと整理していただいて、目指す姿ができて、目標が今

回６つできて、それに対して基本方針ができて、施策の

体系ということで、系統立てられているかと思います。

その中で今回、「武蔵野の面影を伝えるみどりを守る」と

いう目標が出てきました。それがおそらくみどりを守る、

増やすということになると思います。そこで、具体的な

施策として、ではどうやって武蔵野の面影を伝える、守

るのかということを疑問に思いました。まず目標の中で

は、「屋敷林等の樹林地および都市農地を守り、将来へ引

き継ぎます」というようなことがいろいろ書かれていま

すが、具体的に施策としてどうやってこのみどりを守っ

ていくのかというのはどれに当たるのかを教えていただ

けますか。 

 

みどり推進課長 ５ページの施策の体系の重点施策１と２が関連してき

ます。重要な樹林地の保全ということで、武蔵野の面影

に関連しますし、農地も練馬ならではの風景ですので、

そういったところの保全をしていくということのつなが

りで見ていただければと思います。 

 

Ｃ委員  質問の仕方が悪かったのですが、「都市農地を守り」と

いうのは、「重点施策２ 都市農地の保全」ということに

なるのですが、この１、２、３が都市農地の保全とつな

がるのかなと疑問に感じました。農地を保全と言うので

あれば、生物の多様性とか、市民緑地の拡充、民有樹林

地や樹木の保全支援というよりも、農地を守るための何

らかの施策を入れたほうがいいのではないかと感じたの

ですが、そこをお答えいただければと思います。 

 

会  長   これは表記の仕方が間違っているのではないかと思い

ます。 

 

みどり推進課長 「重点施策２ 都市農地の保全」の下に３つぶら下が
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っていますが、これは直接関係していません。都市農地

の保全が重点施策として単独であって、それとは別に民

有樹林地、市民緑地という形になっています。 

 

会  長   これは表記を改めて、基本方針１についてはすべてト

ータルで１から番号を振っていただき、別途重点施策に

ついては付記したほうが誤解ないと思います。 

 

Ａ委員  私からは大きく２つあります。４ページの「５ 目標

と基本方針」です。公園や道路、宅地や事業所は「みど

りを増やす」なのですが、伝えるみどりも「増やす」と

いう表記でいいと思っています。今ある農地がだんだん

減っていくというイメージがあるかもしれませんが、逆

に宅地を農地にする、生産緑地指定するという動きも出

てくるのかなと思っているのです。実際にそれがもう始

まっている自治体もあります。先日、別の市の農業委員

会の委員長とお話ししていたら、そういうことを進めて

いけないかという話も出ていていました。守りの姿勢だ

けではなくて、そういった農地とか屋敷林とかを増やし

ていくという考え方も３０年後に向けてはあり得るので

はないかと思います。これは大きな転換だと思います。

守ってばかりだと減るものに対して何か防戦を張ってい

る感じなのですが、攻めの姿勢みたいなものも載せてい

きたいと思います。 

 この６個の丸ですが、「武蔵野の面影を伝えるみどりを

守る」が下のほうにありますが、これがもう少し上のほ

うに出てくるといいと思います。というのは、やはりつ

くったみどりよりも、もともとあるみどりの重要性がす

ごく大きいと思っています。例えば古い土のところと盛

土した土のところでは全然出てくるものが違います。古

い屋敷林ですと、少し明るくしてあげると絶滅危惧種の

キンランなどが一斉に出てきたりします。それから農地

も、何百年も守ってこられた農地は、ほんとうに雑草の

生えない、すばらしくいい土になっていると思います。

そういったところについても、もう少し重要性を上げて

いただきたいと思っています。 

  

みどり推進課長 基本的には守るのが第一で考えていますが、先ほど言
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われたように、空き地や住宅を緑地にすることも考えら

れます。増やすことは否定していませんので、この表現

を骨子に入れるか、また本編の中に記載するかは考えさ

せていただければと思います。委員の言われるように、

みどりを守るだけでなく増やすという、攻めの姿勢が将

来的に武蔵野の面影につながっていくという考え方もあ

るかと思いますので、オレンジの丸の位置も含めて考え

させていただければと思います。 

 

Ａ委員  多分、今の社会変化や人口動態を見ていますと、いろ

いろなことが３０年後のまちの姿は変わっているかと思

いますので、それを今回の計画にもぜひ反映してほしい

と思います。 

 ２つ目ですが、８ページからイラストの部分がありま

すが、私はこういったイメージイラストはものすごく重

要だと思っています。文字を読まない方でも、また子ど

もからお年寄りまでどなたでも、絵のイメージというの

はぱっと頭に入ってくる。となると、３０年後と考えた

ときに、ほんとうにこの絵でいいのかなとすごく疑問が

ありました。先ほど、課長から相手があることだから、

駅舎の上はこのままということもあったのですが、３０

年後だからいいのではないかという気もしています。ま

ず、「駅前などの商業地」というところですが、駅舎のあ

たりが非常に寂しいです。全体的に商業地ってこれしか

みどり増えないのという感じがあります。モデルになる

のがニューヨークやロンドンです。まちの中、花とみど

りがものすごくあふれています。また、歩行者天国を夏

などは積極的につくって、そこに芝生を置いたり、いろ

いろなことをしていています。また町中の公園なども、

イングリッシュガーデン的な花壇とか、すばらしい見応

えのある勝景というのが駅前にどーんとあったりします。

３０年後で、私たちもどうなっているかわからない先の

ことなので、何かそういう思い切ったこと、夢を描いて

もいいのではないかと思います。この絵だと、今の絵と

いう感じがして、３０年後という感じがしないのです。

また、昨年、ドイツのハンブルグ市に行ったら、屋上緑

化がこれからの建物がすべて義務化になっているという

ぐらいの施策をされています。日本は何十年か遅れてい



 

 11 

ると思うのですが、３０年後だったら追いついているか

と思います。やはりそういった屋上緑化をもっともっと

いっぱいにしてもいいのかと思います。 

 具体的なところでは、「駅前などの商業地」だと絵の真

ん中に何かのイベント、マルシェぽいところがあります。

絵の描き方にもよるかと思うのですが、絵が小さくて野

菜の絵が見えなかったりします。全体的にそうなのです

が、花やみどりをもっと入れたものがほしいです。その

左側に「今度、職場の周りの落ち葉清掃に参加します」

とあるのですが、今度というのではなくて、今やってい

るサラリーマンさんたちがやっている絵がほしいです。

今、江東区のＮＥＣ系列の会社では、会社の前の緑地を

ハーブガーデンにして、そこをアフター５、５時過ぎに

皆さん背広を着て、ハーブ摘みとかやったりしています。

何かそういったところのイメージを入れていきたいと思

います。また、農というのが、練馬はすごくクローズア

ップされると思うので、商業地などもっと野菜とか屋上

菜園とかいったものを入れていってもいいと思います。

今、ニューヨークでは、ＢＩＤということで、周りの事

業者さんがお金を出し合って、街路とか歩行者天国とか

をつくっていますので、そういうイメージをどんどん入

れていっていただければと思っています。 

 次に「住宅地」ですが、先ほどＢ委員からもありまし

た学校の関わりがどこを見てもすごく薄いと思っていま

す。学校でみんなが何かやっているとか、これも相手が

あることなのですが、それもいいのではないかと思って

います。この絵は、みどりの色はあるのですが、何か華

やかさがすごく少なくて、もったいないと思います。先

ほど、Ｂ委員にも言っていただいたのですが、私たちい

ろいろな講座もしています。そうやって学んでいて、人

材育成をされているようなところ。農業体験は次のとこ

ろにありますが、花とみどりを増やすというとことで、

何か勉強をしているというところとか、学校ぐるみで生

徒さんたちが学校だなみたいなイメージで、花とみどり

を増やしているとか、そういったところもあるとよいの

ではないかと思います。また、今、市民緑地も都市緑地

制度が変わって、自宅の庭をオープンガーデンにすると

いうところもあります。今、真ん中にオープンガーデン
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があるのですが、もっとそういったものをちりばめても

いいのではないかと思います。 

 次に、小さな公園が住宅地にはたくさんあると思いま

す。小規模公園は非常に自治体でも重荷になっていると

ころだと思います。既にそこの清掃とかというのはある

と思いますが、３０年後、どうなっているのかというの

は、もっといろいろなアイデアが出てくると思っている

のです。私たちが指定管理している西東京市では、小さ

な公園プロジェクトをやっていて、例えばブランコをペ

ンキで塗ったり、マルシェしたり、大学を引き込んで社

会実験したり、すごく楽しいことをいろいろやっている

のですが、そういったイメージももっと入れていくとい

いと思っています。 

 それから、私、前回か前々回か、生物多様性の話をさ

せていただいて、「商業地」のほうに少し入れていただい

ています。それはそこですごくありがたいのですが、保

護樹林とか生物多様性的なところではやはり昔からのみ

どりというものが非常に重要です。そういったところを

もっとクローズアップして入れていただければいいかと

思います。例えば、野草が生えているとかというところ

もありますし、鳥と虫はちょっといるのですが、もっと

ポテンシャル的なみどりの植物とかすばらしい野草が練

馬にありますので、そういったイメージももっともっと

出して、にぎにぎさせていただけるといいと思っていま

す。 

 １０ページの「農地と住宅の混在地」ですが、これも

今の状況を書いているだけで３０年後とは思えません。

３０年後、もっと工夫して書けるのではないかと思って

います。例えば、今、国分寺では「こくベジ」というこ

とで、地産地消の野菜のブランディングをしていて、プ

ロモーションをものすごくかけているのです。国分寺の

野菜を市内のレストランで使ってもらって、使ってもら

っているレストランとか、あとお菓子屋さん、ケーキ屋

さんには「こくベシ」の旗みたいなものを、バナーを全

部つけてもらっていて、町中、「こくベジ」だらけです。

もう既にあるのですが、レストランとの連携とか農園レ

ストランとか、それをもっと発展させた形のものが入っ

てきてほしいと思います。何か新し感とかいったものが
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足りないと思っています。 

 直売所とか、庭先直売所とかはもうあるのですが、も

っと連携して、ベジタブルファームみたいなものがあっ

て、民地でもレストランと農地といろいろな連携の中で

のセンター的機能があるとか、思い切ったものを入れて

もいいのではないかと思います。 

 最後に、民民の連携がすごく足りないと思っています。

今、都市公園法、都市緑地法、生産緑地に関しても法律

が変わってきて、民の力をもっとみどりに注ぎ込んでい

く土台ができてきたところです。そういった雰囲気をイ

ラストもそうですし、６ページの「区民とみどりの関わ

りのイメージ」が、今までどおりの流れになっています。

事業者という名前は出ていますが、もっと民間の事業者

が何をやるのかとか、具体的な事業者との連携のことを

段階１、２、３の中に入れていくといいと思っています。 

  

都市計画課長  さまざまなアイデアをいただいて、いろいろな可能性

へのご提案をいただいたところだと思います。まず私か

ら将来のイメージの絵のお話をさせていただければと思

います。 

 練馬区は今年の６月にグランドデザイン構想というも

のをつくりまして、３０年後、もしくは１０年後の練馬

区の将来像を区民の皆様にお示しをしたところです。特

に、まちづくりについては、将来像として３０年後を目

標にした絵、イメージ図を掲げています。今回、出して

いる絵、イメージの将来像はグランドデザインが基本に

なっているところです。３０年後ということで、いろい

ろな可能性が当然あるわけですが、私どもがグランドデ

ザ イ ン を 検 討 す る と き に 、 区 民 の 皆 様 と 共 有 す る 将 来

像・目指す姿について議論いたしました。当然いろいろ

な可能性があって、今行っていることが発展していくと

将来はこうなるのではないかというイメージにはいろい

ろな意見がありました。ではどう描こうかとなったとき

に、ＳＦ的なというか、実現ができるかどうかわからな

い、単なる希望だけとか要望だけという形になると、逆

に現実感が区民の皆様に伝わらないのではないかという

ことで、現状を踏まえて、一歩ずつ進めていった中で、

実現可能性のある将来像を見極め、イメージをつくりま
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した。ご意見も当然考えられますが、ある程度、現状を

踏まえた中で、想像ができるような形態で描かせていた

だきました。区民の方が現状を見た中で、どう３０年後

はなっているかという考え方、将来像が、ある程度皆さ

んに浸透できるような将来の姿を描かせていただきまし

たので、そのスタンスをご理解いただければ存じます。 

 

みどり推進課長 ３０年後の駅前や農地については、前回、グランドデ

ザインの中でお示ししましたが、今回のイメージ図は、

どうしてもスペースが限られていますので、できるとこ

ろは入れたつもりですが、将来的にもっと華やか、ある

いは思い切った表現ということはもう少し工夫をしてみ

たいと思います。他の自治体の取組み、あるいはニュー

ヨークのお話なども近未来的なところでは今後、影響も

考えられます。それも踏まえて、この限られたスペース

でどこまで表現できるか、あるいは生物多様性のところ

も入れてはありますが、もう少し載せられる工夫をした

いと思います。 

 

会  長   ただいまのところですが、私も今の２点は感じまして、

表現だと思うのです。別にＳＦの世界を描いてほしいと

いうわけではないのです。少しダイレクトに言うと、こ

のイメージ図の質をもっと高めていただきたいというこ

とだと思います。これを見たところ、まち全体がちょっ

と過去の、もっと古い時代のまちにも見えてしまいます。

これは表現力だと思います。これはとてもインパクトが

あるものなので、これによってイメージ、夢が持てるよ

うな表現を、事務局とコンサルに考えていただきたいと

思いました。 

 「武蔵野の面影を伝えるみどりを守る」では、当然過

去のものを将来に引き継ぐのもありますが、今現在のも

のを未来に引き継ぐということもありますし、これから

つくっていくというものもあるかと思います。ほかの６

つの目標設定のバランスも考えると、増やすという表現

のほうが私も全体がまとまるのではないかと思います。

その中で細かい方策等の中では守るという表現も出てき

ますが、そこはもう１回検討していただいてもよいと感

じています。 
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みどり推進課長 そういった表現はすごく大事だと思いますので、今、

いただいたご意見をもう１回、このイメージ図の中に少

しでも反映できるように工夫していきたいと思います。 

 それから、Ａ委員から言われました６ページの事業者

との連携という、区民だけではなくというところについ

ては、今、とりあえずわかりやすく例示として区民との

関わり、区民とみどりの関わりを書いてありますが、こ

の事業者に関しても、ここでどういう表現をするほうが

よいのか、あるいは本編の中でもっと出していくほうが

いいのかは考えさせていただければと思います。 

 

Ａ委員  先ほど、３０年後と強調しましたが、私が言ったこと

というのは、実はもう日本とか都内のあちこちでやられ

ているところなので、区民の方が見てもびっくりしない

と思います。そういう意味で、今もやられていることは

練馬でもやろうよということで入れていってもいいので

はないかと思います。私も過去のことかなぐらいの雰囲

気がしていますので、金子先生のほうからも絵のクオリ

ティの問題もあるということもありましたが、すかすか

過ぎて、緑視率と考えたときも何かみどりの率が低いな

と思います。 

 事業者ということでは、Ｐａｒｋ-ＰＦＩが進んできて

いて、この中に商業施設を入れたり、その商業施設がコ

ミュニティーを醸成する施設として公園というオープン

スペースと相まってまちづくりとか、エリアマネジメン

ト的な広がりを持っている時代になっています。今、出

ているものを法律が変わったとか、その変わったことに

よって、今どんなことが動いているかをもっともっと絵

の中に引っ張り込んできてもいいのではないかというか、

引っ張り込まないと３０年後どころか、何か数年後のも

のも表現できていないようになってしまうかと思います

ので、大変かなと思うのですが、ぜひぜひよろしくお願

いしたいなと思います。 

 

Ｄ委員  絵の中に、保護樹木はありますが、憩いの森がないの

が残念だと思いました。言葉としてもしあったら入れて

いただきたい。それから今、現実に憩いの森で多様な活
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動を住民の方がされているという話もあるので、３０年

後にそれがどうかということはありますが、引き続き、

将来にそれを明記していただきたいと思っています。 

 あと、学校の関わりが先ほど来から言うように出てい

るのですが、学校で実際に住民の方がみどりを協力して

いらっしゃるのも聞いているので、絵の中にも入れてい

ただきたいということで要望します。 

 

会  長   時間もありますので、少しご意見をいただいて、まと

めてご回答いただくようにしたいと思います。 

 

Ｅ委員  また絵の話です。農の関係で、私自身が恩恵を授かっ

ていますが、野菜の自販機があります。それが絵の中に

もあれば、３０年後も働いている人がいっぱいいて、直

売所でお買い求めできない方にとっても利用価値の高い、

私自身がほんとうに助かっているものでもありますので、

生かしていただければと思っています。 

 

Ｆ委員  資料１－２、１ページの「１０年間のみどりをめぐる

変化」の真ん中に、「地域の良好なみどりの景観を守るた

めに、地域住民も協力すべきとする区民の割合は５割」

という数字が出ています。その下の円グラフの右側に「地

域の良好な景観を守るために、地域の住民が落ち葉清掃

等に協力すればよい」ということも書いてあります。こ

れは区民と協働で今後計画するわけですから、区民がそ

れに対して関心を持つということが重要だと思うのです。

これは民有地ですから、民有地には周囲の区民が関心を

持っても、どういう木を植えるかとかいうことになると

関心をもっても仕方ないと思います。公有地については

公園でもこれから重要な役割を果たすと思うのです。そ

のときに、４ページの目標のうち、「みどりを守り育てる

活動をしている区民を増やす」と「練馬のみどりに満足

している区民を増やす」で、区民を増やすということが

あるのですが、これは重要な指摘であって、区民がそう

いう意識を持たせるにはどうするかという方法論とか具

体論が私は必要と思うのです。例えばこれから３０年後

には民有地のみどりがどんどん減ることは予見できる。

そうすると、公園はより重要になってくる。公園の落ち
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葉が邪魔だと言わせないで、公園のみどりに関心を区民

に持たせるためには、その公園、公園の樹種を地域の住

民にある程度開放して、これを植えたいということがあ

れば何本かでも植えさせて、地域住民が公園の樹木ある

いは公園に愛着を持つようにする方法とか何とかを考え

ないと、区民が主体的にみどりを守ろうあるいは落ち葉

を拾おうと気にはならないと思うのです。その点は、私

は、６ページの「みどりのムーブメントを広げるプロセ

ス」ということで、「区民の段階的な意識醸成に向けた取

組」というころで２つ書いてありますが、こういうこと

は重要な問題だと思うのです。ですから、区民がいわゆ

るみどりに興味を持って、関心を持って、そしてみずか

ら維持・管理しようというためには、区民に意向を聞い

て、どういう木を植えたらいいか、どういう花を植えた

らいいかと募っていったらいかがかと思うのです。そう

でないと、私は区が一方的に樹種を決めて、民間からす

ればあまりおもしろくない木を植えて、関心を持てとい

ったって無理だと思うのです。その点をお考えいただき

たいということです。 

 

Ｇ委員  今、Ｆ委員からご意見がありましたが、私も同感です。

５ページの基本方針の３に、「みどりでつながる」と書い

てありますが、それはまさしく今言われたとおりの区民

の協働で落ち葉とか木を管理していこうということだと

思うのです。私も今、地域を回っていて、一番言われる

のは木を剪定してほしいということです。あまりにも木

が伸び過ぎて、街路灯がもう暗くなったり、あと電線に

絡んで危険な木もあるのです。ですから、木を守り育て

ていくことも大事ですが、木を管理していくことを、基

本方針の中できちんとうたったほうが私はいいと思うの

です。落ち葉とかそういうのは区民の協働でできるとは

思うのですが、高木の剪定はやはり区がきちんと管理し

ていかないとできないことではないかと思います。 

 ぜひ、そこら辺もしっかりとみどりの計画の中に組み

込んで、管理という言葉は入ってはいますが、大きく前

面に出してもらったほうがいいと思います。 

 

会  長   では、一度ここで区切りしまして、事務局からお願い
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します。 

 

みどり推進課長 まず、最初の憩いの森の表現です。これも練馬区の特

徴の部分ですので、先ほど意見があった学校のみどりも

含めて、絵の中に入れていきたいと思います。また、あ

わせて野菜の自販機は練馬区ならではのものと思ってい

ます。この絵の中で小さな部分になるかと思いますが、

何とかわかるような工夫もしたいと思います。 

 次に、Ｆ委員からのみどりに関わる区民を増やすとい

うことです。既存の公園の場合には、樹木が全部計画的

に配置されていますので、なかなか新植をするのは難し

いところがあります。新たに公園をつくるときには、地

域の皆さんからどんな木がいいのか、あるいはどのよう

に配置をしたらいいのかという意見も聞きながら、公園

の設計、整備を行っています。既存の公園では、空いた

ところがあれば、地域の皆さんの声を聞きながら、どん

な木がいいのかは現地でまた対応していきたいと思いま

す。 

 どのように募るかということについては、区民がふだ

んからみどりに接していただかないと最終的には落ち葉

の清掃等にはつながっていかないと思います。やはりみ

どりに対しての愛着を持っていただくそのきっかけ、仕

組みづくりがすごく大事だと思います。その中で、さま

ざまな樹木を植えて、それを管理していくという形につ

ながるかと思います。 

 それに関連して、Ｇ委員からあった管理についてです。

道路や公園の管理については、「基本方針１－１１ みど

りの公共施設づくりと適切な管理の推進」の中にくくら

れてはいます。そのほかに「１－８ ガイドライン等に

基づく樹木管理や更新の推進」ということで、適切な管

理が記されています。先ほどＦ委員から言われた、除草

や清掃は、区民参加の大きな位置づけになるかと思いま

す。区民には手が届かない高木のせん定は事業者にお願

いをするようになり、暗くならないように、災害上も被

害を与えないように、日常の管理の中でしっかりやって

います。そのことは本編の中で明記できるかと思います。 

 

会  長   皆さん、ほかに何かございますか。 
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 ありがとうございます。冒頭にも事務局よりご説明が

ありました本日の委員会でのご意見を踏まえて、とりま

とめをし、この後、区民の皆さんにパブコメをするとい

う流れになると思います。 

 今日、皆様からいろいろなご意見をいただきました。

骨子案として、表現の方法、表記の方法を区民の皆さん

にわかりやすくするということで、緑視率という言葉も

ありましたが、これはもう少し丁寧にご説明いただくと

いうこと、あるいはイメージ図に関してはいろいろ細か

なご意見がありました。今回の答申案で区民の皆さんに

わかりやすくきちんと伝わるように、この辺は工夫をし

ていただくようにお願いします。 

 ご意見をいただいた中で、例えば短期・中期等、目標

設定をしてわかりやすく進めているということ、あるい

は区民の皆様の参加とか、関わる区民を増やすことの具

体的な方策ということについては、本編アクションプラ

ンで加筆していただくことになると思います。ただ、民

の皆様や民間事業者との協力をもって、今後みどりの基

本計画を進めていかなくてはいけないという部分はとて

も大きな観点となり、答申案の中にもしかしたら書き込

めない部分もあると思います。そこで、答申書に、そう

いった点を大事にして基本計画をまとめていくというこ

とを参考意見として添える形を考えています。答申案を

修正していただくものと、附帯意見として添えるもの、

それから本編アクションプランに書いていただくものと

いう形で、まとめていくということでよろしいでしょう

か。 

 ありがとうございます。このような形で、事務局を中

心にまとめさせていただきます。時間の関係もあります

ので、それを事務局とそれから私、副会長で調整をさせ

ていただき、まとめさせていただければと思っておりま

す。 

 その結果は皆様にあらためて郵送します。それをもっ

てパブコメ等を進めるという形で進めさせていただきた

いと思います。そういった形でよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 では、冒頭に今後の予定がご説明にあったとおり、今

後みどりの基本計画については進めていきます。また、
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後に本編アクションプランのご審議をまたお願いするこ

とになろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。その前に多分パブコメの結果等のご報告があ

るかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、報告案件に入りたいと思いま

す。 

 保護樹木に関連する報告の「⑴ 保護樹木の新規指定

について」、「⑵ 保護樹木の指定解除について」、事務局

より説明をお願いいたします。 

 

みどり推進課長 （資料３、資料４説明） 

 

会  長   保護樹木の新規指定３件、それから指定解除４件につ

いてご報告がありました。 

 何かご質問、ご意見はございますか。特によろしいで

しょうか。 

 それでは、その他として事務局よりお願いします。 

 

みどり推進課長 次回の緑化委員会で計画案を報告いたします。日程は

来年３月を予定しています。詳しい日程が決まりました

ら、事前にまたご連絡をいたしますので、ご了解をお願

いしたいと思います。 

 

会  長   ただいま、お話がありました委員会のスケジュールと

しては、３月ごろということで、その間に先ほど、今日、

ご議論いただきましたみどりの基本計画のパブコメ等が

進められることになろうかと思います。 

 それでは以上をもちまして、本日の緑化委員会は閉会

とさせていただきます。 

 

―― 了 ―― 


